
生駒市条例第１４号 

生駒市水道事業給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２５年３月２９日 

生駒市長 山下 真 

 

生駒市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 生駒市水道事業給水条例（昭和３５年１２月生駒市条例第３２号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第２中「８９０円」を「８４０円」に、「１，２９０円」を「１，２４０

円」に、「１，９３０円」を「１，８８０円」に、「５，０３０円」を「４，９

８０円」に、「９，３３０円」を「９，２８０円」に、「１５，６３０円」を「

１５，５８０円」に、「２３，７３０円」を「２３，６８０円」に、「３５，９

３０円」を「３５，８８０円」に、「１８０円」を「１７３円」に、「２０５円

」を「１９８円」に、「２８０円」を「２７３円」に、「３４０円」を「３３３

円」に、「３８０円」を「３７３円」に、「１３５円」を「１２８円」に、「７

００円」を「６９３円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市水道事業給水条例別表第２の規定は、平成２５年４月分以後

のものとして徴収する料金について適用し、同年３月分までのものとして徴収

する料金については、なお従前の例による。 


